
申

立

人

ら

は

、

①

旺

盛

な

組

合

活

動

の

立

証

、

②

集

団

間

格

差

（

年

収

平

均

で

１

０

０

万

円

・

最

大

220

万

円

）

の

立

証

、

③

不

当

労

働

行

為

意

思

を

多

く

の

会

社

秘

密

資

料

で

立

証

な

ど

、

救

済

の

判

断

要

件

を

確

実

に

立

証

し

た

の

で

す

。

し

か

し

命

令

は

、

①

格

差

の

判

断

に

必

要

な

資

料

提

出

を

拒

否

し

た

会

社

を

「

や

む

を

得

な

い

」

と

免

罪

し

、

資

料

が

な

い

か

ら

「

集

団

的

考

察

は

で

き

な

い

」

と

し

て

、

申

立

人

ら

立

証

の

大

幅

な

格

差

を

無

視

。

②

会

社

の

不

当

労

働

行

為

意

思

を

示

す

秘

密

資

料

は

、

「

入

手

経

路

が

必

ず

し

も

明

ら

か

で

な

い

ノ

ー

ト

や

メ

モ

」

と

し

て

、

東

京

高

裁

が

認

定

し

た

資

料

を

も

黙

殺

。

③

イ

ン

フ

ォ

ー

マ

ル

組

織

を

「

自

主

的

な

組

織

」

と

し

て

会

社

の

支

配

介

入

を

否

定

。

④

労

働

者

同

士

の

「

労

労

対

決

」

と

描

く

こ

と

で

、

不

当

労

働

行

為

事

件

と

し

て

の

判

断

を

放

棄

。

こ

の

判

断

手

法

で

は

、

不

当

労

働

行

為

事

件

の

救

済

は

あ

り

得

ま

せ

ん

。

ま

さ

に

、

労

働

委

員

会

の

自

殺

行

為

で

す

。荒

木

公

益

委

員

（

都

労

委

会

長

）

と

（

株

）

明

治

の

中

山

悠

元

社

長

が

、

福

岡

県

立

修

猷

館

高

校

の

同

窓

生

で

あ

り

、

同

校

の

東

京

同

窓

会

（

東

京

修

猷

会

・

二

木

会

）

は

、

講

演

会

な

ど

を

毎

月

の

よ

う

に

開

催

し

て

い

る

こ

と

。

そ

し

て

、

２

０

０

９

年

６

月

に

中

山

悠

氏

が

、

２

０

１

０

年

９

月

に

は

荒

木

公

益

委

員

が

講

演

す

る

間

柄

で

あ

る

こ

と

等

が

発

覚

。

さ

ら

に

、

東

京

大

学

へ

の

寄

付

講

座

に

旧

明

治

乳

業

（

例

：

平

成

１

０

年

６

月

～

平

成

２

０

年

５

月

に

４

７

５

百

万

円

）

か

ら

の

寄

付

な

ど

、

東

京

大

学

を

含

む

荒

木

教

授

と

（

株

）

明

治

を

含

む

中

山

悠

元

社

長

の

利

害

関

係

は

二

重

に

明

白

で

す

。

こ

の

事

実

を

知

っ

て

い

た

な

ら

「

公

平

な

命

令

は

期

待

で

き

な

い

」

と

し

て

、

荒

木

公

益

委

員

へ

の

忌

避

権

を

行

使

し

た

の

で

す

。

い

ま

、

「

な

ぜ

、

結

審

後

1

年

7

ヶ

月

も

要

し

た

の

か

」

と

い

う

疑

惑

が

深

ま

っ

て

い

ま

す

。

争

議

団

と

支

援

共

闘

会

議

は

、

「

命

令

内

容

に

関

わ

る

重

大

疑

惑

」

と

し

、

荒

木

会

長

（

都

労

委

）

に

厳

し

く

説

明

責

任

を

求

め

る

行

動

を

強

め

て

い

ま

す

。
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働くルールの確立で

人間性の回復を

去

る

７

月

9

日

、

都

労

委

は

明

治

乳

業

全

国

事

件

（

9

事

業

所

32

名

）

に

対

し

、

蓄

積

さ

れ

た

判

断

手

法

を

根

底

か

ら

覆

す

、

棄

却

・

却

下

の

超

不

当

命

令

を

交

付

。

し

か

も

、

前

担

当

公

益

委

員

が

退

任

を

前

に

「

私

が

命

令

を

書

く

」

と

言

い

、

急

き

ょ

結

審

し

た

事

件

な

の

に

、

そ

の

後

、

荒

木

公

益

委

員

（

会

長

）

の

も

と

で

1

年

7

ヶ

月

も

要

す

る

異

常

な

状

況

で

の

命

令

交

付

。

争

議

団

と

支

援

共

闘

会

議

は

、

命

令

交

付

日

の

５

時

間

余

に

及

ぶ

抗

議

な

ど

、

二

つ

の

角

度

か

ら

不

当

命

令

に

い

た

る

背

景

を

厳

し

く

追

及

。

同

時

に

、

超

不

当

命

令

の

全

面

的

な

見

直

し

を

求

め

中

労

委

に

再

審

査

申

立

を

行

い

、

全

面

解

決

へ

の

道

筋

を

切

り

拓

く

決

意

を

新

た

に

奮

闘

し

て

い

ま

す

。

７

月

26

日

戸

田

支

援

す

る

会

は

、

弁

護

団

金

井

弁

護

士

を

招

い

て

、

不

当

労

働

行

為

の

判

断

構

造

を

覆

す

問

題

点

を

明

ら

か

に

し

た

報

告

集

会

が

開

か

れ

ま

し

た

。

参

加

者

は

、

勝

利

を

確

信

し

て

い

た

こ

ん

な

命

令

に

な

っ

て

非

常

に

残

念

だ

。

申

立

人

等

は

、

こ

の

命

令

は

疑

惑

に

満

ち

て

い

る

白

旗

を

上

げ

る

訳

に

は

い

か

な

い

。

疑

惑

解

明

と

中

労

委

再

審

査

の

場

で

解

決

を

と

新

た

な

決

意

を

、

参

加

者

と

共

に

固

め

あ

い

ま

し

た

。

集

会

に

は

20

団

体

35

名

が

参

加

し

ま

し

た

。

７

月

30

日

千

葉

支

援

共

闘

会

議

も

、

守

川

弁

護

士

か

ら

命

令

の

問

題

点

を

整

理

分

析

し

た

報

告

。

千

葉

労

連

松

本

議

長

か

ら

、

荒

木

都

労

委

会

長

と

元

明

乳

社

長

中

山

悠

氏

と

同

窓

生

の

疑

惑

、

東

大

に

寄

付

講

座

名

目

で

4

億

7

千

万

円

余

の

関

係

か

ら

命

令

書

へ

の

疑

惑

の

繋

が

り

を

解

明

し

ま

し

た

。

Ｊ

Ａ

Ｌ

原

告

団

、

昭

和

ゴ

ム

労

組

、

ソ

ー

ラ

ー

シ

リ

コ

ン

労

組

の

仲

間

か

ら

闘

い

の

報

告

。

千

葉

県

合

唱

団

の

激

励

出

演

等

が

あ

り

、

争

議

団

改

め

て

闘

う

気

概

と

元

気

を

い

た

だ

き

ま

し

た

。

22

団

体

42

名

が

参

加

。

7

月

29

日

、

都

労

委

「

超

不

当

命

令

」

へ

の

疑

惑

が

深

ま

る

な

か

、

荒

木

公

益

委

員

が

在

籍

す

る

東

京

大

学

へ

の

抗

議

・

申

し

入

れ

行

動

を

、

雨

天

の

な

か

39

名

の

参

加

者

で

怒

り

を

込

め

実

施

し

ま

し

た

。

午

前

11

時

、

６

名

の

申

し

入

れ

代

表

団

を

東

大

構

内

に

送

り

込

み

、

残

り

30

名

余

で

鉄

門

前

で

の

宣

伝

行

動

を

、

申

し

入

れ

代

表

団

が

戻

る

ま

で

の

1

時

間

余

実

施

し

ま

し

た

。

申

し

入

れ

は

、

荒

木

教

授

へ

の

抗

議

と

「

疑

惑

解

明

へ

の

説

明

責

任

」

を

求

め

る

書

面

を

、

法

学

部

の

柳

沢

事

務

長

に

手

渡

し

て

趣

旨

を

説

明

。

ま

た

、

濱

田

純

一

総

長

宛

の

「

要

請

及

び

質

問

書

」

は

、

東

京

大

学

本

部

の

ロ

ビ

ー

で

応

対

し

た

職

員

2

名

に

、

趣

旨

を

説

明

し

総

長

に

正

確

に

伝

え

る

こ

と

を

要

請

。

特

に

、

荒

木

教

授

の

「

疑

惑

を

残

し

た

ま

ま

で

の

渡

米

（

８

月

予

定

）

は

絶

対

に

許

さ

れ

な

い

」

こ

と

を

厳

し

く

伝

え

、

8

月

15

日

ま

で

の

回

答

を

書

面

で

申

し

入

れ

ま

し

た

。

悪

天

候

の

な

か

参

加

さ

れ

た

支

援

者

に

、

感

謝

、

感

謝

で

す

・

・

・

！

争

議

団

と

支

援

共

闘

会

議

は

、

深

ま

る

疑

惑

を

徹

底

的

に

追

及

し

、

疑

惑

の

震

源

地

で

あ

る

（

株

）

明

治

の

異

常

企

業

体

質

の

告

発

と

併

せ

、

争

議

解

決

へ

の

突

破

口

を

切

り

拓

く

決

意

で

頑

張

り

ま

す

。

(4)

要請内容報告

夏季カンパのお願い

物販へのお買い上げ、その都度お

願いさせていただいておりますカン

パなどに心よりお礼を申し上げます。

この度、全国事件が「超不当命令」

を受け、中労委へ(7/22)再審査申立

てを起こさざるを得なくなりました。

勝手ながら、闘いを支えて頂けま

すよう、夏季カンパへのご協力を改

めて、お願い申し上げます。

埼

玉

報

告

集

会

千

葉

報

告

集

会

千葉報告 合唱団の皆さん

東大正門 宣伝・要請参加者



そ

の

夜

、

都

内

で

開

か

れ

た

「

報

告

集

会

｣

で

も

怒

り

は

消

え

ま

せ

ん

で

し

た

。

そ

れ

は

、

司

会

者

・

久

保

（

東

京

地

評

）

さ

ん

の

マ

イ

ク

に

は

じ

ま

り

、

全

農

協

労

連

・

国

分

さ

ん

の

閉

会

の

挨

拶

ま

で

続

き

ま

し

た

。

「

こ

れ

で

は

働

く

者

が

救

わ

れ

な

い

」

（

全

労

連

・

斉

藤

さ

ん

）

、

「

労

委

民

主

化

の

闘

い

が

必

要

｣

（

東

京

地

評

・

井

手

口

さ

ん

）

、

「

理

不

尽

、

こ

の

ま

ま

で

は

終

わ

れ

な

い｣

（

戸

田

支

援

の

会

・

横

田

さ

ん

）

、

「

き

わ

め

て

政

治

的

な

命

令

｣

（

江

東

区

労

連

・

川

村

さ

ん

）

･
･
･

な

ど

、

多

く

の

方

々

に

よ

る

激

励

の

挨

拶

は

「

激

怒

｣

の

挨

拶

の

様

相

と

な

っ

て

い

き

ま

し

た

。

争

議

団

を

代

表

し

て

小

関

団

長

は

「

こ

の

ま

ま

で

は

人

生

終

わ

れ

な

い

。

ど

う

い

う

生

き

方

を

す

る

の

か

を

含

め

、

今

後

の

闘

い

を

急

い

で

確

立

し

た

い

」

と

決

意

表

明

し

、

駆

け

つ

け

た

110

名

余

の

参

加

者

か

ら

激

励

を

受

け

ま

し

た

。

（２）

「

棄

却

ダ

！

」

一

瞬

、

静

寂

が

走

り

ま

し

た

。

７

月

９

日

午

前

1
1

時

。

都

労

委

職

員

が

形

式

的

に

労

使

双

方

に

「

命

令

書

｣

を

手

渡

し

て

去

っ

た

直

後

で

し

た

。

そ

の

後

、

場

内

は

騒

然

と

･
･
･

。

必

ず

争

議

解

決

に

役

立

つ

命

令

を

と

期

待

し

て

集

ま

っ

た

支

援

者

か

ら

｢

何

故

だ
｣

「

な

ぜ

だ

」

の

声

が

飛

び

交

い

ま

す

。

弁

護

団

に

よ

る

最

初

の

説

明

、

第

一

声

は

「

労

働

委

員

会

の

態

を

成

し

て

い

な

い

」

で

し

た

。

不

当

労

働

行

為

を

認

定

す

る

要

件

を

こ

と

ご

と

く

投

げ

捨

て

た

「

超

の

字

」

が

付

く

不

当

命

令

の

内

容

が

何

点

か

に

わ

た

っ

て

報

告

さ

れ

ま

し

た

。

会

社

が

、

労

働

組

合

に

介

入

し

て

転

覆

を

は

か

っ

た

一

級

品

の

証

拠

類

を

「

出

所

が

分

か

ら

な

い

」

「

た

だ

の

メ

モ

･
･
･

」

と

し

て

採

用

せ

ず

、

逆

に

会

社

が

提

出

し

た

「

仕

事

上

の

ミ

ス

」

な

ど

に

つ

い

て

は

、

「

ミ

ス

の

存

在

自

体

は

争

い

の

な

い

事

実

｣

な

ど

と

す

る

ひ

ど

い

も

の

で

し

た

。

申

立

人

と

支

援

者

ら

は

「

こ

の

命

令

は

許

せ

な

い

｣

と

怒

り

心

頭

。

支

援

共

闘

会

議

は

、

直

ち

に

都

労

委

事

務

局

に

抗

議

し

、

事

務

局

長

と

荒

木

会

長

の

説

明

を

求

め

ま

し

た

。

要

請

に

応

じ

な

い

事

務

局

の

態

度

に

一

時

、

座

り

込

ん

で

の

抗

議

と

な

り

「

会

長

出

て

こ

い

」

な

ど

激

し

い

声

も

飛

び

交

い

ま

し

た

。

そ

の

後

、

約

５

時

間

に

わ

た

っ

て

事

務

局

担

当

者

と

の

や

り

取

り

が

続

き

、

改

め

て

後

日

、

回

答

を

求

め

る

こ

と

が

約

束

さ

れ

ま

し

た

。

都

労

委

（３）

不

当

命

令

の

翌

日

10

日

、

明

治

H
D

前

で

は

「

座

り

込

み

｣

が

お

こ

な

わ

れ

90

名

が

参

加

。

決

し

て

屈

し

な

い

こ

と

を

明

治

側

に

示

し

ま

し

た

。

都

労

委

命

令

は

不

当

極

ま

り

な

い

も

の

で

あ

り

、

こ

れ

を

正

す

法

的

手

段

は

当

然

の

事

な

が

ら

追

及

し

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん

。

し

か

し

一

方

で

は

、

明

治

が

半

世

紀

に

も

わ

た

っ

て

労

働

組

合

に

支

配

介

入

し

、

申

立

人

ら

を

「

生

産

阻

害

者

」

「

職

場

秩

序

破

壊

者

」

な

ど

と

「

な

ら

ず

者

」

扱

い

し

た

人

権

侵

害

。

年

間

100

万

円

か

ら

220

万

円

も

の

賃

金

差

別

を

く

り

返

し

て

き

た

こ

と

は

、

誰

も

が

消

し

去

る

こ

と

の

で

き

な

い

事

実

で

す

。

次

つ

ぎ

と

集

ま

っ

た

多

く

の

参

加

者

か

ら

リ

レ

ー

ト

ー

ク

で

、

明

治

の

権

利

侵

害

の

実

態

が

語

ら

れ

ま

し

た

。

全

国

の

申

立

人

か

ら

は

「

全

国

か

ら

転

勤

可

能

な

職

制

を

異

動

し

、

数

で

組

合

支

部

選

挙

を

支

配

し

、

転

覆

（

職

制

の

異

動

は

会

社

の

人

事

権

）

」

（

福

岡

）

し

た

事

実

。

「

本

人

が

休

日

で

家

に

い

た

の

に

、

そ

の

日

、

会

社

で

仕

事

の

ミ

ス

を

し

た

な

ど

と

い

う

ね

つ

造

報

告

書

」

（

大

阪

）

な

ど

リ

ア

ル

な

事

実

が

報

告

さ

れ

、

ど

こ

に

命

令

の

公

正

性

が

あ

る

の

か

と

訴

え

ら

れ

ま

し

た

。

弁

護

団

か

ら

は

「

市

川

工

場

事

件

、

全

国

事

件

と

二

度

に

わ

た

っ

て

明

治

の

不

当

労

働

行

為

を

免

罪

し

た

こ

と

は

、

都

労

委

の

自

殺

行

為

で

あ

る

」

こ

と

が

詳

し

く

報

告

さ

れ

ま

し

た

。

最

後

、

「

明

治

は

、

こ

れ

ら

の

事

実

か

ら

目

を

そ

ら

さ

ず

、

都

労

委

不

当

命

令

に

関

わ

る

こ

と

な

く

、

自

ら

の

企

業

犯

罪

を

認

め

一

日

も

早

い

争

議

解

決

を

決

断

せ

よ

」

と

訴

え

、

半

日

に

わ

た

る

座

り

込

み

を

成

功

さ

せ

ま

し

た

。

一

昨

年

11

月

末

日

、

こ

の

事

件

を

担

当

し

て

き

た

和

田

公

益

委

員

の

退

任

に

と

も

な

い

、

任

期

最

後

の

日

に

結

審

し

ま

し

た

。

命

令

作

業

は

同

委

員

で

な

さ

れ

る

こ

と

を

受

け

、

申

立

人

側

は

残

る

尋

問

を

取

り

止

め

て

の

結

審

で

し

た

。

そ

の

後

、

｢

年

度

内

に

は

･
･
･
｣

な

ど

、

い

く

つ

か

の

節

目

に

は

命

令

が

出

る

の

で

は

と

期

待

し

て

き

ま

し

た

。

と

こ

ろ

が

延

々

と

延

び

て

１

年

７

ヵ

月

も

の

歳

月

が

流

れ

た

の

で

す

。

都

労

委

は

、

こ

の

遅

れ

を

「

大

き

な

事

件

で

あ

り

、

多

く

の

証

拠

を

精

査

し

て

い

る

」

な

ど

と

云

っ

て

き

ま

し

た

。

と

こ

ろ

が

、

手

に

し

た

命

令

書

は

全

て

を

「

却

下

、

棄

却

」

。

こ

の

命

令

を

書

く

の

に

、

こ

ん

な

に

長

い

時

間

が

必

要

で

あ

っ

た

の

か

と

疑

問

の

声

が

上

が

っ

て

い

ま

す

。

そ

の

後

、

当

事

件

を

引

き

継

い

だ

荒

木

会

長

（

東

大

法

学

部

教

授

）

に

よ

る

内

容

の

変

質

な

ど

が

命

令

に

影

響

を

及

ぼ

し

た

の

で

は

な

い

か

。

ま

た

同

会

長

と

明

治

と

の

利

害

関

係

が

浮

上

す

る

な

ど

、

疑

惑

が

深

ま

っ

て

い

ま

す

。

さ

ら

に

、

こ

の

事

件

に

長

く

関

わ

り

争

議

団

・

申

立

人

と

の

窓

口

と

な

っ

て

い

た

審

査

課

長

が

命

令

交

付

直

後

に

自

ら

退

職

す

る

な

ど

と

い

う

こ

と

も

不

自

然

な

出

来

事

で

す

。

東大法学科事務長への申し入れ

不当命令翌日明治ＨＤへ闘う意志表示


